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防災 
防災について詳しい方から話を聞けて大変参考になりました。まずは自分の身を守り、次に周りの

救助に協力する。災害時の備えとして飲料水と併せて生活用水の確保が大切なことを学びました。 

防災 安否確認区連の時に防災無線が 

防災 防災マップを中心に意見交換をしました。 

防災 防災無線が聞こえにくい。聞こえるところは安否確認の参加率が高い 

防災 各スタンドパイプの設置場所付近でスタンドパイプの訓練を実施できないでしょうか。 

防災 マンション防災について協力して取り組みたい。 

防災 
防災無線が、聞こえない。災害時その他の情報取得方法はないのか？ 

→行政へ働きかけ改善策などを模索していけたらよい。 

防犯 防犯カメラの情報について理解を深めることができました。 

防犯 防犯カメラについて意見交換ができました。 

防犯 

防犯カメラに映る個人の建物の方には同意をいただくのでしょうか？ 

→同意をいただく予定はありません。防犯カメラの録画範囲は一部をマスキングすることができます。ご心

配の方は船橋会事務所ご相談ください。なお、防犯カメラの映像は各カメラに保管され、遠隔地から見るこ

とはできません。映像が必要な時はその都度に町会長の同意が必要で、船橋会の担当と警察立会いの下で画

像データを取りに行くことになります。 

町会費 部長組長の交流ができました。町会費の集め方など情報交換ができました。 

会費募金 集金方法について理解を深めました。（募金はまちづくりセンター。町会費は部長経由で町会へ） 

募金 
募金の集め方や金額について、船橋会として募金は個人の任意ですが、各組によって昔からの慣例

がある組もあります。対応は各組の考えにお任せしております。 

募金 募金について、あくまでも任意ということを確認しました。 

回覧 

回覧に時間がかかり、回ってきたときにイベントが終わっている。 

→ホームページのメルマガに登録すると回覧のお知らせがメールに届きスマホなどで内容を確認で

きます。ホームページで過去の回覧を確認することも可能です。 

船橋会会員の皆様へ 

船橋会 総務会計担当より 

「令和７年度部長組長交流会」参加者ご意見の紹介 

5 月 11 日に「令和７年度部長組長交流会」を船小多目的ホールで開催しました。 

当日は約 40 名の部長組長にお集まりいただき 9 つのテーブルに分かれて懇談を行いま

した。その内容を皆様にご紹介し情報の相互共有を図りたいと考えます。 
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回覧 

第二第四土曜日に各組長に配信される回覧物について、届く時間が不規則で 15 時位までに届くとあ

りがたいです。 

→回覧物はお昼ごろに担当の常任役員が仕分けして各部長に届け、各部長は帳合仕分けして各組に

届けます。当日の回覧物の量や協力者の都合により届く時間が前後することをご理解ください。 

その他 
緑の札（防犯当番札）はなんですか？あれをつけるとご近所からなにか質問受けたりしますか？ 

→主に回覧配布時の（部長宅、組長宅の）目印になっております。 

その他 
少人数（4名）のテーブルで親密な話し合いができました。「そもそも船橋会とは何だろう？」

「部長とは？」「組長とは？」など、役割を深く理解できました。 

その他 

引き継がれた過去の資料の処分はどうした良いでしょうか。 

→各組で処分ください。処分にお困りの場合は船橋会事務所にお届けください。事務所のシュレッ

ダーで適切に破棄します。 

 

船橋会から① 

交流会では大変活発な意見交換が多数ございました。紙面では、いただいたご意見をそ

のままご紹介させていただきます。会員の相互の理解にお役立ていただければ幸甚です。

頂いたご意見は今後の町会活動に活かして参りたいと思います。船橋会の目的は会則 3 条

より「会員相互の理解と協調により安全安心な住み良い町づくりを目的とする」と定めて

おります。 

 

船橋会から② 

町会のことでお問合せやご相談がございましたら、「組長」「部長」へご連絡ください。連

絡先がわからない場合は船橋会事務所にお問合わせください。 

 

船橋会事務所：船橋 1-40-6 電話/FAX：03-6794-3145 

（開所日は HP または町会事務所掲示板で確認できます） 

 

Email: funabashikaimail＠funabashikai.org 

 

ホームページ：https://funabashikai.org/ 

 

※不在時は留守電話、FAX、Email にてメッセージをいただけますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

最後まで読んでいただきありがとうございます。 

船橋会ホームページ 

船橋会メルマガ登録はホームペー

ジのTOP ページから登録するか、

左の QR から空メールを送ると登

録できます。 

後で解除することもできます。 


